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法定納期限と納税方法
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(1)
納税の期限-申告書の提出期限(相続発生から 10 ヶ月以内)



(2)
納税の方法


・

現金納付が原則


・

延納


・

物納


・

納税猶予




(3)
延納


(イ)

条件

・

相続税額が 10 万円を超えていること。


・

金銭納付を困難とする金額の範囲内であること。


・

申告書を期限内に提出し、延納申請書も納期限内に提出していること。


・

延納税額に相当する担保を提供すること。(延納税額が 100 万円以下で、かつ、延納期間が3年以下である場合は担保を提供する必要はありません。)

具体的には、延納税額+第1回目の利子税の額×3を目安とする。


・

延納期間は原則として5年。課税価格計算の基礎となった財産の価額のうちに 不動産等の占める割合に応じて 15 年(割合が 10 分の 5 以上)、20 年(割合が 4 分の 3 以上)以内の期間の年賦延納が認められる。






(4)
物納


(イ)

条件

・

延納によっても金銭納付が困難な事由があり、かつ、その納付を困難とする金 額を限度とする。


・

申告書を期限内に提出し、物納申請書も納期限内に提出していること。


・

物納適格財産であること。


(例)

物納不適格財産


(a)

共通事項

①

質権とその他の担保権の目的となっている財産


②

係争中の財産


③

共有財産


④

法令に譲渡に関して特別の定めのある財産




(b)

不動産(抜粋)

①

売却できる見込のない不動産


②

係争中の財産


③

現状を維持するための土留、護岸等の築造又はその修理を要する土地


④

がけ地等のうちで、通常の用途に供することのできない土地


⑤

物納することにより無道路地となる土地


⑥

賃貸料が近傍賃料に比べて著しく低い貸地・貸家


⑦

境界の確定していない土地等
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ご相談をご希望の方は、下記よりお電話かメールで

ご相談受付にお申込みください。
電話で相談受付に申し込む

0120-803-628
受付時間：平日9:00～19:00
※通話料は無料です

メールで相談受付に申し込む
ご相談受付
通常1～2営業日以内に担当の弁護士から
ご連絡させていただきます。




弁護士法人
朝日中央綜合法律事務所について
	事務所概要
	弁護士紹介

事務所へのアクセス
	東京事務所
	大阪事務所
	横浜事務所
	名古屋事務所
	福岡事務所
	札幌事務所


サービスご案内
	料金・費用のご案内
	ご相談の流れ
	お問合せ・ご相談受付
	プライバシーポリシー

法律関連情報
	法律トピックス

採用関連情報
	採用情報


お取扱業務
裁判、示談交渉など
	裁判・示談交渉

相続、不動産など
	相続、遺産分割、遺留分、遺⾔
	不動産
	貸地・貸家明け渡し
	地代・家賃増減額
	離婚、離縁
	成年後⾒
	交通事故


企業法務、顧問弁護士など
	企業法務
	顧問弁護士
	会社支配権紛争
	非上場株式の売却、評価
	事業承継
	税務訴訟






[image: 朝日中央綜合法律事務所]


Copyright © 2024・Asahi Chuo Law Office・All Rights Reserved.


   


 通話無料
平日 9:00～19:00 





 メールフォーム
でのお問合せ 








  